
（書類の様式） （書類の様式）

 第二条　次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。  第二条　次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 一～三十四　略 　 一～三十四　略

 三十五　法第五十六条（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための  三十五　法第五十六条（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための
特別措置に関する法律第九条第七項の規定により読み替えて適用される場 特別措置に関する法律第九条第六項の規定により読み替えて適用される場
合を含む。）の規定による狩猟者登録申請書　第二十号様式 合を含む。）の規定による狩猟者登録申請書　第二十号様式

 三十六～四十五　略  　三十六～四十五　略
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